
                                                                                                              
新                             旧

                                     　　　　　地車第４４号                                      　　　　　地車第４４号 
                                     　　　　　地備第５７号                                      　　　　　地備第５７号 
                                     　　平成元年３月２９日                                      　　平成元年３月２９日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改正：自環第２８４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 改正：自環第２８４号 
                                             自整第２２９号                                              自整第２２９号 
                                       平成８年１２月２０日                                        平成８年１２月２０日 
                                       　改正：国自総第９号                                        　改正：国自総第９号 
                                           　　国自整第７号                                            　　国自整第７号 
                                　　   平成１３年４月２０日                                 　　   平成１３年４月２０日 
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　改正：国自総第５１２号 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　改正：国自総第５１２号 
                                           国自整第２１２号                                            国自整第２１２号 
                                       平成１５年３月１１日                                        平成１５年３月１１日 

改正：国自総第４４１号 改正：国自総第４４１号 
                                           国自整第１５２号                                            国自整第１５２号 

平成１７年２月１日                                      平成１７年２月１日 
改正：国自総第１７号 改正：国自総第１７号 

                                           　国自整第　６号                                            　国自整第　６号 
平成１８年４月１４日                                       　平成１８年４月１４日 

　　　                         　　　改正：国自総第３３８号  改正：国自総第３３８号　 
                                           国自整第　９７号                                            国自整第　９７号 
                                     　平成１８年１０月６日                                      　平成１８年１０月６日 
                                     改正：国自安第１１５号 改正：国自安第１１５号　 

国自整第　８９号                                             国自整第　８９号 
                                     平成２１年１１月２０日                                      平成２１年１１月２０日 

改正：国自安第２４６号  改正：国自安第２４６号   
国自整第３４２号  国自整第３４２号   

平成２７年３月２３日  平成２７年３月２３日   
改正：国自安第１７号  改正：国自安第１７号   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　国自整第４０号  国自整第４０号   
                                        平成２７年５月１８日 平成２７年５月１８日   

改正：国自安第１８１号                                   最終改正：国自安第１８１号  
国自整第２９６号                        国自整第２９６号

令和４年３月２３日   　　令和４年３月２３日
                               最終改正：国自安第　７７号  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国自整第１４６号  

令和６年１０月１日  

  別添



   
  

　各地方運輸局長　殿 　各地方運輸局長　殿 
  沖縄総合事務局長　殿   沖縄総合事務局長　殿 

  
  

                                        　　　自動車局長                                          　　自動車局長 
  
  

                自動車事故報告書等の取扱要領                　                自動車事故報告書等の取扱要領               
               
１　自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号。以下「規 （新設） 

則」という。）第２条第１号の「転覆」とは、三輪以下の軽自動  
 車にあっては、当該軽自動車が道路上において路面と外側の前後
 車輪の接地点を結んだ線を軸として、その側に傾けた角度が３５

度以上傾斜したときであって、運行不能となったものをいう。  
  
２　規則第２条第１１号の「自動車の装置の故障（以下単に「故障」 １　自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号。以下「規

という。）により、自動車が運行できなくなったもの」とは、次 則」という。）第２条第１１号に規定する「自動車の装置の故障
に掲げるものをいう。 （以下単に「故障」という。）により、自動車が運行できなくな

 ったもの」とは、次に掲げるものをいう。 
  
３　（略） ２　（略）             
  
４　運輸支局長は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、３　運輸支局長は、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者

特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者（主と （貨物軽自動車運送事業者を除く。）、特定第二種貨物利用運送事
して指定都道府県等（道路運送法施行令（昭和二十六年政令第二 業者及び自家用有償旅客運送者（主として指定都道府県等（道路
百五十号）第四条第一項の指定都道府県等をいう。）の区域内に 運送法施行令（昭和二十六年政令第二百五十号）第四条第一項の
おいて自家用有償旅客運送を行う者を除く。）並びに道路運送車 指定都道府県等をいう。）の区域内において自家用有償旅客運送
両法（昭和２６年法律第１８５号）第５０条に規定する整備管理 を行う者を除く。）並びに道路運送車両法（昭和２６年法律第１
者を選任しなければならない自家用自動車の使用者（以下「事業 ８５号）第５０条に規定する整備管理者を選任しなければならな
者等」という。）に規則第２条の事故があった場合は、規則第３ い自家用自動車の使用者（以下「事業者等」という。）に規則第
条の自動車事故報告書（以下「報告書」という。）を事故があっ ２条の事故があった場合は、規則第３条の自動車事故報告書（以
た日（同条第１０号に掲げる事故にあっては事業者等が当該救護 下「報告書」という。）を事故があった日（同条第１０号に掲げ
義務違反があったことを知った日、同条第１５号に掲げる事故に る事故にあっては事業者等が当該救護義務違反があったことを知
あっては当該指示があった日。以下同じ。）から３０日以内に提 った日、同条第１５号に掲げる事故にあっては当該指示があった
出させること。ただし、事故の規模が大きいと判断される場合又 日。以下同じ。）から３０日以内に提出させること。ただし、事
は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事故が 故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的影響が大き



あった日から３０日以内であっても報告を督促することができ いと判断される場合には、当該事故があった日から３０日以内で
る。  あっても報告を督促することができる。 

  
５～１４　（略）          ４～１３　（略）     

  
附　則（令和６年１０月１日付け国自安第７７号、国自整第１４６  

号）  
改正後の通達は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法  

律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（令和６年法律  
第２３号）の施行の日から施行する。  

  
別　表１ 別　表１ 
第１　一般事項 第１　一般事項 
　１～８　（略） 　１～８　（略） 

９　運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者（氏名、職名、選任 ９　運行管理者（氏名、職名、選任届出年月日、資格者証番号、
届出年月日、資格者証番号又は貨物軽自動車安全管理者講習修 職務の執行状況） 
了番号、職務の執行状況）  

  第２　自動車の概要 第２　自動車の概要
　１　登録番号又は車両番号 　１　登録番号 
　２  登録年月日又は交付年月日 　２  登録年月日 
　３  初度登録年月又は初度交付年月 　３  初度登録年月 

  　４～１７　（略） 　４～１７　（略）
  第３～第９　（略） 第３～第９　（略）

  
別　表２ 別　表２ 
１．（略） １．（略） 
２．事故等の概要 ２．事故等の概要 

  　（１）～（３）　（略） 　（１）～（３）　（略）
   （４）車両    （４）車両
　　　①登録番号又は車両番号 　　　①登録番号 

  　　　②～④　（略） 　　　②～④　（略）
  　（５）～（９）　（略） 　（５）～（９）　（略）

３．当該運転者に関する事項 ３．当該運転者に関する事項 
  （１）健康状態の把握状況 （１）健康状態の把握状況

①・②　（略） ①・②　（略） 
③　脳疾患、心臓疾患のスクリーニング検査の受診状況 （新設） 
④　事故前後の睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査の受診 （新設） 

  状況



⑤　事故前後の睡眠時無呼吸症候群精密診断（検査）の状況 （新設） 
⑥　事故前後の視野障害スクリーニング検査の受診状況 （新設） 
⑦　事故前後の視野障害精密診断（検査）の状況 （新設） 
⑧　（略） ③　（略） 

（２）・（３）　（略） （２）・（３）　（略） 
  ４～６　（略） ４～６　（略）

  
別　表３　（略） 別　表３　（略）


